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○国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（平成 29年４月 14 日付け個情第 540号・保発 0414 第 16号個人情報保護
委員会事務局長・厚生労働省保険局長通知別添）新旧対照表 
 
（下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 
目次［略］ 目次［同左］ 
Ⅰ ［略］ Ⅰ ［同左］ 
Ⅱ 用語の定義 
１．［略］ 

Ⅱ 用語の定義 
１．［同左］ 

２．個人識別符号（法第２条第２項） 
（定義） 
法第二条 
［同左］ 
令第一条 個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第二条
第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げ
るものとする。 

 一～七 ［同左］ 
 八 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第二百一条の二第一項

に規定する被保険者番号等 
 
 
 九・十 ［同左］ 
規則第三条 削除 
 

２．個人識別符号（法第２条第２項） 
（定義） 
法第二条 
［同左］ 
令第一条 個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第二条
第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げ
るものとする。 

 一～七 ［同左］ 
 八 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第十二条第三項の被保

険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載
された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他
の符号 

 九・十 ［同左］ 
規則第三条 令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文
字、番号、記号その他の符号は、同号に規定する被保険者証の番号
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規則第四条 ［同左］ 
「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるも

のとして令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに
該当するものが含まれる情報は個人情報となる。 
具体的な内容は、令第１条並びに個人情報の保護に関する法律施行規

則（平成２８年個人情報保護委員会規則第３号。以下「規則」という。）
第２条及び第４条に定められており、国民健康保険法（昭和３３年法律
第１９２号）に係るものについては、保険者番号及び被保険者記号・番
号が該当する。 
したがって、当該保険者番号及び被保険者記号・番号のいずれもが含

まれる情報は、個人情報となる。 

及び保険者番号とする。 
規則第四条 ［同左］ 
「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるも

のとして令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに
該当するものが含まれる情報は個人情報となる。 
具体的な内容は、令第１条及び個人情報の保護に関する法律施行規則

（平成２８年個人情報保護委員会規則第３号。以下「規則」という。）第
２条から第４条までに定められており、国民健康保険法（昭和３３年法
律第１９２号）に係るものについては、保険者番号及び被保険者記号・
番号が該当する。 
したがって、当該保険者番号及び被保険者記号・番号のいずれもが含

まれる情報は、個人情報となる。 
３～８ ［略］ 
Ⅲ・Ⅳ ［略］ 
別表１・２［略］ 

３～８ ［同左］ 
Ⅲ・Ⅳ ［同左］ 
別表１・２［同左］ 
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